
（11）　　広報ひがしどおり　　第690号

《東通消防署からのお知らせ》《東通消防署からのお知らせ》

【防災とボランティア週間　【防災とボランティア週間　１月１５日～２１日１月１５日～２１日】】

〇「防災とボランティアの日」は毎年１月１７日とし、１月１５日から１月２１日までを「防災とボラン

ティア週間」と定めています。この週間において、災害時におけるボランティア活動と自主的な防

災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることを目的としています。

☆近年、自然災害が多く発生していますので身のまわりの防災グッズを確認し、災害時に備えましょう！！ 

【文化財防火デー　【文化財防火デー　１月２６日１月２６日】】

〇文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいています。その後、文化財保護思想の一層の強化徹底を

図るために普及啓発事業が行われるようになり、その一環として、法隆寺金堂の焼損した日である

こと、１月と２月が１年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることから、昭和３０年に１月２６

日を「文化財防火デー」と定めました。

☆文化財を火災、震災、その他の災害から守るとともに、文化財愛護に関する意識の高揚を図ってい

きましょう！！


